
伊勢原市第二次行財政改革推進計画

平成２０年度～平成２２年度



はじめに

この計画は、伊勢原市行財政改革推進計画（第一次計画・平成１７年度～平成１９年度）に続いて、

平成２０年度から３年間にわたる本市の行財政改革の基本方針と具体的プログラムを定めています。

第一次計画の策定に当たっては、行政外部の視点から市政をチェックする機関として「行財政運営

改善推進委員会」を設置し、「市民が変わる 市役所が変わる」をキーワードとする委員会の提言と、

市民参加の中で寄せられた市民の意見を集約して、次の３つの方向性を計画に位置づけました。

改革の方向性①

地域活性化に寄与する市民・ＮＰＯ・企業等の主体的な活動を促し、それらと協働する

ことにより、多様な市民ニーズに応える「小さな市役所 大きなサービス」を実現する。

「市民・ＮＰＯ・企業等との協働によるまちづくり」

改革の方向性②

多様な主体との協働によるまちづくりを基本として、市民の福祉の増進を目指して都市

を経営するという観点から簡素で効率的な行政執行体制の確立を図り、地方分権時代にお

ける基礎的自治体としての行政責任を的確に果たす。

「簡素で効率的な行政執行体制の確立」

改革の方向性③

簡素で効率的な執行体制を確立することにより、市の財政構造の弾力性を回復し、時代

の変化と新たな市民ニーズへの対応力を向上する。

「財政の健全化」

多様な市民参加の中で策定した第一次計画の進ちょく状況に関して、平成１８年度には「行財政運

営改善推進委員会」を「行財政改革推進委員会」に改組し、引き続き行政外部の視点からチェックを

受けてきました。委員会からは、計画の進ちょく状況について、未だ本格的な改革の成果は得られて

おらず、第一次計画に定める「改革の方向性」を堅持しながら、具体的な改革の取組を徹底していく

必要があるとの厳しい指摘を受けました。

このため、第二次計画の策定に当たり、同時並行で策定した「いせはら２１プラン・後期基本計画」

との整合をとりながら、「まちづくり市民会議」などを通じて改めて市民の意見を把握するとともに、

行財政改革推進委員会の意見を踏まえ、第一次計画に基づく取組の方向性、スケジュールを再点検し、

第二次計画に位置づける内容を検討してきました。

少子高齢社会・人口減少時代を迎え、分権型社会システムへの転換という大きな社会潮流の中で、

市民生活に身近な基礎的自治体としての役割を的確に果たしていくためには、引き続き行財政改革を

推進していくことが不可欠です。特に職員の大量定年退職が進む中で、高質多様な市民ニーズに対応

していく仕組みを整えていくには、ここ数年が非常に重要な期間となります。

この計画に基づく取組の内容については、第一次計画と同様に、毎年の予算編成と実績報告の時点

で市民の皆さんに公表し、その意見を反映するよう、計画を進行管理していきます。

なお、この計画は、本市の「行政改革大綱」及び「集中改革プラン」を兼ねて策定したものです。
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１ 行財政改革の推進

地方分権の進展に伴い、自治体として主体的判断と自己責任のもとに身近な地域課題の解決を図

る能力の向上が求められている。基礎的自治体として市民の福祉の増進を図り、地域における行政

を自主的かつ総合的に実施する役割を的確に果たすために、次の３つの方向性を第一次計画から継

承し、行財政改革の取組を推進していく。

① 市民・ＮＰＯ・企業等との協働によるまちづくり

② 簡素で効率的な行政執行体制の確立

③ 財政の健全化

この３つの方向性を具体化するために、以下の体系に即した組織横断的な取組を推進する。

市民・ＮＰＯ・企業等との協働によるまちづくり

(1) 市政への市民参加
① 市政情報の共有化

② 市政への市民参加の推進

(2) 市民等の自主的活動の促進と協働によるまちづくり
① 自治会活動の支援

② ボランティア、ＮＰＯ活動等の支援

③ 各種団体の自立促進

④ 協働によるまちづくりの展開

簡素で効率的な行政執行体制の確立

(1) 事務事業の見直し
① 事務事業の整理・合理化

② 電子自治体の構築

③ 行政手続の簡素化・効率化

④ アウトソーシングの拡大、雇用形態・職員配置基準の見直し

⑤ 公の施設の管理運営体制の見直し

⑥ 広域行政の推進

(2) 組織・機構の再編
① 市民ニーズに即応できる行政体制の整備

② 窓口サービスの向上

③ 外郭団体の運営の効率化と活性化

(3) 職員の資質向上と定員管理
① 人材育成の推進

② 職員定数の適正化

財政の健全化

(1) 財源の確保
① 税財源の拡充

② 収納体制の強化と公平性の確保

(2) 経常経費の削減
① 事務事業の点検

② 人件費の削減

③ 長期債務の削減

(3) 財政健全化の推進
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市民・ＮＰＯ・企業等との協働によるまちづくり

(1) 市政への市民参加
① 市政情報の共有化

【基本方針】

・広報、広聴チャンネルを拡充し、市民と市との双方向の情報交換を通じて市政に関する情報の共

有化を推進する。

・パブリックコメント制度(市民意見提出制度)に基づき、市の重要施策等の原案を公表し、市民か

ら広く意見を求める。

・個人情報の保護に配慮しながら、開かれた市政を保障する情報公開制度を適正に運用する。

・市の政策形成に関連する各種審議会等の公開及び委員公募を積極的に推進する。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

市政情報コーナ 市民相談課 ・有償刊行物の集中頒 ・市政情報の ・市政情報の ・市政情報コ

ーの充実 布を開始 公表、提供制 公表、提供制 ーナーの改装

・市政情報の公表、提 度の制定 度の施行

供に関する基準が未策 ・刊行物頒布 ・刊行物頒布

定 手段の検討 要件等の統一

(直売･委託など) 化

伊勢原市公式ホ 広報広聴課 ・「ウェブアクセシビリ ・情報発信課 ・情報発信課

ームページの運 ティ指針」に基づくサ によるサイト によるサイト

用 イトづくり の直接更新に の直接更新の

・情報発信までの時間 向けた調整 実施

差の発生 ・研修の実施

パブリックコメ 市民協働課 ・パブリックコメント ・制度の運用、

ント制度の運用 制度に基づく市民意見 検証

の募集
＊ウェブアクセシビリティ指針：誰もが情報を入手しやすいホームページづくりの指針

② 市政への市民参加の推進

【基本方針】

・「市民参加推進指針」に基づき市政への市民参加を拡充する。

・各種審議会等の委員公募制度の適正な運用により、政策形成過程への市民参加を推進する。

・市民生活に密接に関連する行政計画の策定に当たっては、現状と課題に関する共通理解と対応方

針に関する合意形成過程として、策定の初期段階から市民参加の場を確保する。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

市民参加推進指 市民協働課 ・市民参加推進指針に ・制度の運用、

針の運用 基づく取組の推進 検証

審議会等の在り 市民相談課 ・審議会等の在り方に ・制度の運用、

方に関する基本 関する基本方針に基づ 検証

方針の運用 く会議の公開・委員の

公募等

インターネット 広報広聴課 ・電子会議室における ・電子会議室

を活用した広聴 市民の意見交換等 の運用、検証

活動の推進 ・新たな手法

の検討、運用
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市政の外部チェ 行政改革推 ・行財政改革推進委員 ・行財政改革

ック機能の導入 進室 会による行財政改革進 進ちょく状況

ちょく状況の確認 の点検

広報いせはら編 広報広聴課 ・広報編集委員、広報 ・市民企画に

集への市民参加 通信員、市民リポータ よる特集記事

の充実 ー、市民広報カメラマ の作成

ンによる市民参加を実

施

(2) 市民等の自主的活動の促進と協働によるまちづくり
① 自治会活動の支援

【基本方針】

・個人や家庭で解決できない地域課題の解決や住民自治能力の向上に自治会が一層的確な役割を果

たすことができるよう、良好な地域社会の形成に資する自治会活動を支援する。

・所要の手続きを経て「地縁による団体」としての権利能力を各自治会が取得するよう促進し、不

動産等の自治会管理の適正化を図る。

・自治会未加入者の自治会への加入を促進するとともに、自治会連合会と連携し、市から自治会に

対して依頼している事項を点検して市と自治会との役割分担の適正化を図る。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

自治会と市との 市民協働課 ・地域課題の解決にお ・自治会連合 ・「自治会のあ ・「自治会のあ

役割分担の点検 ける自治会の役割増大 会による自治 り方につい り方につい

・地域コミュニティの 会活動の調 て」のとりま て」に基づく

希薄化による自治会衰 査、研究 とめ 見直し、改善

退の危惧

② ボランティア、ＮＰＯ活動等の支援

【基本方針】

・地域課題の解決に寄与するボランティア活動や NPO等による公益的活動の促進、支援を図る拠点
として、「市民活動サポートセンター」を開設する。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

市民活動促進指 市民協働課 ・市民活動促進指針に ・制度の運用、

針の運用 基づく取組の推進 検証

市民活動の情報 市民協働課 ・市民活動団体の活動 ・市民活動団

提供の充実 情報をインターネット 体情報の拡充

上で提供する「いせは

らプラザ」の運用

市民活動サポー 市民協働課 ・市民活動サポートセ ・市民活動サ ・市民活動サ

トセンターの整 ンターの機能、施設内 ポートセンタ ポートセンタ

備 容、配置等の基本的構 ーの設置 ーの運営

想のとりまとめ



- 4 -

市民活動の育成 市民協働課 ・市民活動支援助成金 ・市民活動支

制度の運用 援助成金制度

・団体の自立性等の課 の見直し

題 ・新市民活動

支援助成金制

度の運用

③ 各種団体の自立促進

【基本方針】

・各種団体のうち、その設立過程や運営面において市が関与しているものについては、改めて団体

活動の公益的必要性を点検の上で団体の自主性、自立性を高める方向で市の関与の在り方と団体

に対する支援内容を見直す。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

観光協会の法人 商工観光振 ・観光協会(任意団体) ・法人化に向 ・協会の法人

化 興課 の業務と市の業務の区 けた検討、準 設立の認可

分が不明確 備

④ 協働によるまちづくりの展開

【基本方針】

・高質多様化する市民ニーズに対し、サービス提供主体となる行政、ボランティア、ＮＰＯ等が相

互の特性を理解し、的確な役割分担のもとできめ細かな多元的サービスを提供する仕組みとして

幅広い領域で協働によるまちづくりを展開し、市民サービス総体の質的向上を図る。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

新生児訪問の充 子育て支援 ・保健師・助産師等に ・地域で子育

実 課 よる専門的な家庭訪問 て支援の担い

支援の実施 手となってい

・ヘルパー派遣による る「子育てサ

育児・家事等の援助の ポーター」の

実施 活用

・事業の周知

・訪問者の研

修

公園愛護会活動 公園緑地課 ・市民活動団体に公園 ・制度の運用、

推進事業 の管理をお願いする制 加入促進

度の創設

・活動団体の加入促進

生活道路改善事 土木維持補 ・市民との協働による ・制度の運用

業 修課 生活道路整備の実施
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簡素で効率的な行政執行体制の確立

(1) 事務事業の見直し
① 事務事業の整理・合理化

【基本方針】

・市の施策、事務事業を必要性、公共性、効率性、有効性などの統一的な視点から客観的に分析、

評価し、その結果を行政運営に反映させるため、行政評価制度を的確に運用する。

・事務事業評価制度に基づく総合計画計上事業の評価のほか、経常的に実施している事務事業につ

いても執行方法と成果を定期的に点検し、事務事業の合理化、効率化、統合、廃止、受益者負担

の在り方の見直し等を推進する。

・入札、契約手続の透明性を向上するため、一般競争入札と電子入札制度を拡充する。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

行政評価制度の 企画調整課 ・施策評価、事務事業 ・制度の運用、

運用 評価の実施、結果の公 検証

表 ・結果の公表

職務の標準化 行政改革推 ・各所管課における業 ・マニュアル

進室 務マニュアルの作成 の随時見直

し、更新

補助金の見直し 財政課 ・補助金の使途等の調 ・調査結果に ・実施

査実施、事業費補助金 基づく課題の

化の推進 整理、対応方

・公益性、財政支援の 針の決定

必要性の観点から点検

を行い、補助金額の削

減を実施

事務事業の廃止 福祉総務課 ◎神奈川県建設連合国 ・補助単価引 ・廃止

民健康保険組合補助金 下げ

広報広聴課 ◎広報いせはらにおけ ・市民への新

る「生涯学習インフォ たな情報提供手

メーション」 法の検討、確立

・年２回発行 ・廃止

交通防犯対 ◎ベビーシート貸出事 ・経過措置： ・完全廃止

策課 業費交付金 平成 19 年度
・制度廃止 末までの受付

分は最長６ヶ

月まで貸出

会計課 ◎口座振替通知書 ・システムの ・廃止

・市から債権者へ支払 改造(支払先

いの都度、作成・発送 通帳へ市所管

課名を印字)

・廃止の周知

利用者、受益者 商工観光振 ◎市営大山駐車場 ・利用状況ア ・条例改正 ・時間料金制

負担の見直し 興課 ・１日１回当たりを単 ンケート結果 ・利用者、市 の実施と結果

位に定額料金を設定 の検証 民等への周知 の検証

・利用状況を把握する ・時間料金制

アンケートの実施 の検討

・地元関係団

体等との協議
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介護高齢福 ◎高齢者福祉サービス ・第 4 期高齢 ・新計画に基

祉課 ・受益者負担のあり方 者保健福祉計 づく福祉サー

の検討 画の策定 ビスの実施

事務事業の内容 市民相談課 ◎ふれあい農園 ・類似事業等 ・方針に基づ

見直し ・消費者保護事業とし との整理、検 く取組

て実施 討、今後の方

針決定

戸籍住民課 ◎清掃手数料(し尿)の ・証紙方式(汲 ・証紙方式の ・証紙方式の

納入方法 み取り前に証 導入に向けた 実施

・汲み取り後に請求す 紙購入)の調 事務システム

ることによる滞納の発 査、研究 改善

生 ・導入計画の

策定

会計課 ◎口座情報の一元管理 ・調査、検討、・全庁的に電 ・一元管理の

・各所管課で管理する 研究 算管理してい 実施

債権者情報があること る債権者情報

による変更漏れ等の発 の整理(重複

生 登録の削除

等)

広 報 広 聴 ◎電子メールによる市 ・事務処理マ

課、総務課 民からの問い合わせへ ニュアルの整

の対応 備

・広報広聴課が一括し ・電子メール

て受け付けることによ 対応システム

る時間差の発生 の更新

・「お問い合わ

せメール」へ

の各所管課対

応の実施

予防・防災 ◎総合防災訓練 ・地域型の防

課 ・行政と関係機関の連 災訓練への移

携訓練を主体とし、１ 行について各

カ所で開催 自主防災会へ

の説明、協力 ・各避難所を

依頼 中心とする地

域での初期連

携訓練等の実

施(可能な地

域から順次実

施）

管財契約検 ◎公用車の軽自動車増 ・近距離にお ・小型車両３ ・小型車両３

査課 車、公用バイク・公用 いて利用する 台を軽自動車 台を軽自動車

自転車の配置 自動車の実態 へ切り替え へ切り替え

・３０台の共用車を配 把握とバイ

置 ク、自転車の

利用調査
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② 電子自治体の構築

【基本方針】

・県市町村電子自治体共同運営協議会における電子自治体の構築に向けた共同の取組を進め、市民

の利便性向上に向けた手続の電子化を推進する。

・庁内ＬＡＮを活用し、庁内情報の共有化と事務処理の効率化を推進する。

・文書管理システム等の導入を進め、内部管理事務の合理化、省力化を推進する。

・情報ネットワークの高度化に合わせて市民のプライバシー確保に最大限配慮し、情報セキュリテ

ィの充実を図る。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

電子申請、届出 情報システ ・ハード面のインフラ ・対象メニュ ・マルチペイ

のシステム化 ム課 整備は、ほぼ予定どお ーの拡大 メント導入に

り進ちょく ・システム更 ・システム更 向けての調整

・対象メニュー：13 手 新の準備 新 ・基幹システ

続き ムとの連携に

・公的個人認証の利用 向けた調整

者負担や PR 不足によ
る利用率の低迷

施設予約のシス 情報システ ・対象施設数：13施設 ・対象施設の ・対象施設の

テム化 ム課 拡大準備 拡大

・システム更 ・システム更

新の準備 新

電子入札システ 管財契約検 ・工事案件は電子入札 ・設計、測量

ムの利用拡大 査課 システムにより入札を など工事に係

執行 る委託に利用 ・清掃・警備

を拡大 などの委託、

物品の購入に

利用を拡大

電子自治体共同 情報システ ・県市町村電子自治体 ・庁内、共同

運営事業の推進 ム課 共同運営協議会におい 運営協議会に

て、統合型 GIS、電子 おける検討、

文書の原本保証システ 検証

ムの検討を開始 ・導入に関す

る意思決定

税関係を中心と 情報システ ・多額の運用、改修費 ・ホストコン

した旧式電算シ ム課、市民 用が発生 ピュータ運用

ステムの見直し 税課、資産 ・税情報の即時更新が SEの配置
税課、収納 できないことによる市 ・庁内調整

課 民サービスの低下 ・標準型シス ・標準型シス ・システムの

・旧式電算システムに テムへの移行 テムの業者選 開発

対応した研修機会等の に向けた方針 定、詳細仕様 ・データ移行

減少による職員の育成 決定 の確定 作業

困難
＊マルチペイメント：行政機関と金融機関をネットワークで結び、ATM、パソコン等に

より、24時間どこからでもで公共料金の振込みを可能にするシステム

＊統合型GIS：道路、税、農地、福祉など様々な情報を位置(地図)情報と結びつけて電

子システム上で一元的に整理し、その情報を市民や自治体が利用する仕

組み



- 8 -

行政事務の電算 戸籍住民課 ◎戸籍電算システム ・システムの

システム化 ・戸籍電算化に向けた 稼働

データ作成等、導入準

備

会計課 ◎口座振込情報電送シ ・口座振込情 ・システムの

ステム 報電送システ 改造

・フロッピーディスク ムについて先 ・口座振込情

を銀行へ手渡しし、各 進市の視察等 報の電送によ

種振込を実施 調査、研究 る振込の実施

会計課 ◎公共料金事前通知サ ・全庁で公共 ・公共料金支 ・導入

ービス 料金を支払う 払い事務をと

・電気料等、公共料金 所管の把握 りまとめる担

の支払いを各所管課で ・先進市の視 当課の選定

個別に対応 察等調査、研 ・システムの

究 改造

学校教育課 ◎学校災害医療費給付 ・保健室用パ

請求事務 ソコンのイン

・手処理により、請求 ターネットへ

事務を実施 の接続

・請求事務に要する時 ・オンライン

間、給付までの期間の による事務処

増大 理の実施

職員課 ◎勤務時間の管理 ・IC カード等 ・命令、決裁 ・新たな管理

・職員の出退勤や休暇 を利用し職員 方法等につい システムの運

の取得及び時間外勤務 の出退勤や休 て研究 用

は紙ベースで管理 暇の取得及び

時間外勤務の

管理を行うシ

ステムの先進

的な導入事例

の研究

総務課 ◎電子文書管理システ ・導入時期の

ム 決定

・所管課での構想段階 ・現行文書管

・県市共同で、基盤と 理システムの

なる電子文書原本性証 見直し

明システムの構築を予定 ・庁内調整

総務課 ◎電子決裁システム ・導入時期の

・所管課での構想段階 決定

・事務決裁規程の見直 ・庁内調整

しの実施

住民票等発行用 戸籍住民課 ・市庁舎に１機、大田 ・利用頻度が

自動交付機の更 ふれあいセンターに１ 非常に低い大

新 機を設置 田ふれあいセ

ンター設置分

の廃止

･市庁舎設置分

の更新､稼働

職員のパソコン 職員課 ・ソフトウェアを中心 ・庁内調整

技術の向上 とした派遣研修を公募 ・庁内講師に

制により実施 よる研修の随

・庁内研修の機会が少 時開催

ない

＊ICカード：大容量、高セキュリティという特徴を持ったICチップを埋め込んだカード。

様々な情報を登録することができる
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③ 行政手続の簡素化・効率化

【基本方針】

・各種行政手続に要する申請書類の記載事項や押印、添付書類等の簡素化と手続の迅速化を進める。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

仕事、意思決定 財政課、総 ・「契約の手引き」等で ・全庁的に共 ・個々の課等

のスピードアッ 務課 個別の事務処理を進め 通の事務処理 のマニュアル

プ（決裁、予算 る際に必要な手続きを に関するマニ の見直し

執行等） 規定 ュアルの見直

し

軽易な文書にお 総務課 ・ファクシミリやメー ・ファクシミ

けるファクシミ ル利用について、各所 リやメールに

リ、メールの活 管課において適宜対応 より送付でき

用 る文書の明確

化

・留意事項の

明確化

④ アウトソーシングの拡大、雇用形態・職員配置基準の見直し

【基本方針】

・市の事務事業の執行方法を点検し、必ずしも市の正規職員が直接担当しなくてもいい業務や、民

間に委ねた方がサービスの効率化と質の向上が図られる業務については、業務のアウトソーシン

グを積極的に推進する。

＊アウトソーシング：外部委託、外注

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

窓口業務の見直 戸籍住民課 ◎戸籍窓口業務の一部 ・「交付の請求 ・「交付の請求

し 民間委託 の受付及び交 の受付及び交

・住民票等の郵送請求 付の補助業 付の補助業

補助業務、印鑑登録等 務」について、 務」について、

の入力補助業務等につ 民間委託業務 民間委託業務

いて民間委託 の拡大検討 を拡大

・他市町村事

例の調査､研究

総務課、職 ◎窓口への職員配置 ・任用形態別

員課 ・臨時職員、嘱託職員、 の標準的な業

再任用職員、任期付職 務内容、対応

員の採用により、雇用 業務の明確化

形態の多様化を推進 ・臨時職員、

嘱託職員を中

心に現在の任

用形態を整理

・派遣職員を

含めた多様な

任用形態の活

用、効率的な

窓口対応の方

法を検討
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再任用職員を配 職員課 ・事務職員９人、給食 ・再任用職員

置する職場の拡 調理員４人、校務整備 を活用できる

大 員１人の計１４人の再 職場の拡大

任用職員を配置

市民朝市 農政課 ・市が事務局となり、 ・今後の運営 ・新たな朝市

市職員が準備、広報、 について検 の実施

イベント事業の企画等 討、継続への

を実施 意向確認

・年１２回開催

・出店参加組合員の減

少

・来場者の固定化

(ごみ減量・資 環境美化セ ・収集車２人乗車を一 ・可燃ごみ収

源化を推進する ンター 部実施 集を全面委託

ため、)新たな ・可燃ごみ収

分別収集による 集の見直しに

収集体制の構築 伴う委託内容

の見直し(週

3回→ 2回)
小学校給食調理 学校教育課 ・正規職員４１人、再 ・食の安全と

員のパート職員 任用職員３人、パート 給食調理業務

活用 職員２人を配置 の確実な運営

を確保しつ

つ、一部パー

ト職員を導入

・パート職員

に対する衛生

管理研修の実

施

児童コミュニテ 子育て支援 ・１０小学校区で１２ ・２クラブを

ィクラブ事業 課 クラブを開設し、２ク 新たに運営委

ラブを NPO 法人へ運 託 ・２クラブを

営委託 新たに運営委

・開所時間の延長や活 託 ・２クラブを

動の充実など運営面の 新たに運営委

ニーズが多様化 託
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⑤ 公の施設の管理運営体制の見直し

【基本方針】

・不特定多数の市民が利用する公共施設については、効率的で質の高いサービスを提供するため、

利用日、利用時間等の拡大を図るとともに、指定管理者制度の導入拡大や業務のアウトソーシン

グを推進する。

・公共施設の管理運営コストの低減を図るとともに、それぞれの施設の特性に応じた受益と負担に

関する基準に基づき、有料化すべき施設については、新たに施設利用者の受益者負担を導入する。

・市が設置、管理する児童館、福祉館、地域集会所などの公共施設のうち、実質的に単一自治会の

集会施設として利用が特定されているものについては、地元で集会施設を設置管理する他の自治

会とのバランスを確保するため、地域との合意形成を図りながら、施設の改修などに合わせて現

に利用している自治会に移管することを原則とする。

・地域や関係団体と連携し、放課後の学校施設や公民館を地域コミュニティの拠点施設として活用

するとともに、市長部局所管のコミュニティセンターと教育委員会所管の地区公民館の役割及び

運営体制を再整理し、適正化を図る。

・保育所・幼稚園・児童コミュニティクラブ・子育て支援センター等の在り方を再整理し、子育て

支援体制の強化を図る。

・類似機能を持つ施設の新規建設を抑制し、既存施設を最大限に活用することを原則とする。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

公の施設の多角 行政改革推 ・利用実態の類似性が ・検討 ・見直し方策

的な利活用方策 進室、企画 認められる公民館、コ ・方針の確認 の実施

の検討 調整課、財 ミュニティセンター、 ・具体的方策

政課、総務 福祉館等のあり方につ の確認

課、施設所 いて整理が必要

管課 ・公共施設の有料化に

向けた検討

指定管理者の更 市 民 協 働 ◎伊勢原北コミュニテ ・指定管理者 ・指定管理者

新 課、交通防 ィセンター、伊勢原南 の選定 の更新

犯対策課、 コミュニティセンタ ・更新された

農 林 整 備 ー、成瀬コミュニティ 指定管理者に

課、商工観 センター、市立地域集 よる管理

光振興課、 会所、自転車等駐車場、

福 祉 総 務 ふれあいの森キャンプ

課、生活福 場、御所の入森のコテ

祉課、青少 ージ、市営大山駐車場、

年課、スポ シティプラザ、福祉館、

ーツ課 老人福祉センター、老

人憩の家、児童館、日

向ふれあい学習センタ

ー、武道館

・平成１８年度から指

定管理者制度を導入

公園緑地課 ◎有料公園施設 ・指定管理者

・指定管理者の選定 による管理

・指定管理者

の選定
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新たな管理運営 市民文化会 ◎市民文化会館 ・新たな管理 ・新たな管理

方法の導入 館 ・新たな管理運営方法 運営方法の決 運営方法の導

の検討 定 入

図書館 ◎図書館 ・決定された ・窓口業務委 ・新生図書館

・今後の運営のあり方 運営方針に基 託に伴う組織 の運営体制の

について図書館協議会 づく業務委託 体制の再編 評価と見直し

と協議を重ね、利用者 仕様等の作成

アンケート等を踏ま

え、運営方針を決定

・職員２人減員に伴う

業務の見直し等

子ども科学 ◎子ども科学館 ・プランに基 ・プランに基 ・新生子ども

館 ・基本理念を基に事業 づき、民間活 づき、一部委 科学館の運営

内容を見直し、子ども 力等を導入し 託等の実施、 体制の評価と

科学館運営協議会で協 た人的配置を 展示内容の更 見直し

議を重ねながら、より 実施 新

質の高い効率的な運営

プランを作成

保育課 ◎公立保育所 ・立地特性に ・民間活力等 ・公募による

・４園を直営で運営 応じた施設別 導入施設の決 民間事業者の

・保育ニーズの増大、 運営方針の決 定 選考

多様化 定 ・保育サービ ・関係条例等

・保育サービ ス拡充内容の の改正

ス拡充方法の 関係者周知

決定（民間活

力の導入等）

児童館の地元自 青少年課 ・平成１８年度から地 ・関係部局に ・調整結果に ・移管予定児

治会への移管 元自治会を指定管理者 よる調整 基づく移管予 童館の改修工

に指定 定児童館の改 事の実施

・実態として、地元自 修費の予算化 ・工事終了後、

治会の集会施設となっ 地元自治会へ

ている児童館の存在 移管

⑥ 広域行政の推進

【基本方針】

・市民生活の広域化や多様化に対応し、近隣自治体等と連携して市民利用施設の広域利用制度の拡

充を図るとともに、一部事務組合、事務委託による広域的な事務処理の合理化、効率化を推進す

る。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

広域行政課題の 企画調整課 ・湘南地域市町連絡協 ・広域行政課

検討 議会など広域行政検討 題に関する協

組織における検討 議、検討

消防の広域化 消防総務課 ・県による推進計画の ・関係市町村

策定 との調整
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(2) 組織・機構の再編
① 市民ニーズに即応できる行政体制の整備

【基本方針】

・組織の見直しに当たっては、市民の視点から見た分かりやすさ、市民サービスの整合性の確保に

留意する。

・新たな行政課題に即応した施策・事業を展開するため、常に組織・機構の見直しを行い、簡素で

効率的な行政執行体制を整備する。

・戦略的対応を要する重要課題に対して人材、予算等を柔軟かつ迅速に配分できるよう、行政経営

機能の強化を図る。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

組織の見直し 総務課 ・全庁的な組織再編を ・課題把握、

実施 組織改正の要

（11部 63課体制、「係」 否検討

の廃止） ・必要に応じ

て組織改正を

実施

総務課 ◎横断的組織の検討 ・プロジェク

トチームの検

討

・組織横断的

課題への対応

について検討

職員課 ◎市民からの問題提起 ・事例の抽出 ・統一様式の

を共有できる仕組みづ ・事例の新た 作成

くり な集約方法等 ・対応方策を

・担当課での対応 の検討 含め、庁内ネ

・管理部門への通報 ・報告ルート ットワークへ

・わたしの提案 の検討、確立 掲示 ・庁内ネット

ワーク掲示内

容の随時更新

・様式の見直

し

事務分掌の見直 総務課 ・組織改正に合わせ、 ・課題把握、

し 事務分掌に関する課題 見直しの要否

(例)災害対策本 解決を推進 検討

部、ふれあい ・必要に応じ

農園、地上デ て事務分掌規

ジタル放送、 則等の見直し

雑草の苦情処 を実施

理ほか

授乳室の設置 管財契約検 ・市役所分室の相談コ ・設置場所の ・実施設計、

査課 ーナーを暫定的に利用 選定 工事

・相談コーナー使用時 ・運用

は、利用不可
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庁舎等レイアウ 管財契約検 ◎ファシリティマネジ ・常時見直し

トの見直し 査課、関係 メントの検討

課 ◎窓口対応を重視した

レイアウトの検討

◎展示スペースの有効

活用 ほか

レストラン棟の 管財契約検 ◎２階ラウンジ喫煙ス ・撤去に向け ・撤去工事の

有効活用(打合 査課、職員 ペース ての庁内調整 実施

せ・会議スペー 課 ・来庁者の健康被害を ・撤去後の用 ・打合せスペ

スの確保) 考慮し市庁舎内は禁煙 途の検討 ースの確保

・市庁舎内における会 ・庁舎全体の

議室の不足 喫煙場所の再

検討

職員課 ◎食堂スペース ・食堂利用の

・営業時間外には、申 取扱い基準の

請による利用が可能 改定(手続き

の簡素化)

・打合せ等の

フリースペー

スとして利用

子育て相談機能 子育て支援 ・子どもに関する相談 ・子ども相談 ・子ども相談

の充実 課、教育セ 機能を就学前は福祉部 支援センター 支援センター

ンター 門、就学後は教育委員 (仮称)の開設 (仮称)の開設

会で分けて担当 に向けた条件 ・運営

・情報、履歴の集中管 整備

理体制と組織的、継続

的な相談機能が未整備

シフト勤務の導 職員課 ・保育園で実施 ・課題の整理

入 ・シフト勤務

の運用方法等

について庁内

合意の形成

・実施
＊ファシリティマネジメント：事務室などで効率的に活動できるようデスクなど設備の

配置等を総合的に管理すること

② 窓口サービスの向上

【基本方針】

・行政サービスの顧客である市民の立場に立った親切な応対を徹底するとともに、ＩＣＴの活用と

組織横断的な対応により、窓口機能の拡充とワンストップサービスの実現をめざす。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

(仮称)伊勢原駅 戸籍住民課 ・石田窓口センター、 ・電算システ ・開設

窓口センターの 自動交付機(2 カ所)の ム準備、内装

開設 設置、年度末等の閉庁 工事等、開設

日の開庁等を実施 に向けた準備

戸籍窓口におけ 戸籍住民課 ・申請用紙等を記載後 ・各市の状況 ・番号呼び出 ・実施

る番号呼び出し に窓口で受付けること 調査 し制に伴う予

制の導入 による順番待ち(行列) ・番号呼び出 算措置

の発生 し制の検討

・申請等の処理後に姓

(一部番号併用)で呼出
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フロアマネージ 市 民 相 談 ・月曜日２人、他の平 ・窓口サービ

ャーの活用 課、職員課 日１人を市庁舎１階に スを中心とす

配置し、戸籍住民課の る市民サービ

申請書記載補助、窓口 ス向上の観点

案内業務を実施 から有効性を

・再任用職員、シルバ 検証

ー人材センターからの ・検証結果を

派遣で対応 踏まえ、効率

的な執行方法

を検討

休日開庁の実施 職員課 ・年度末、年度始の日 ・通年開庁の

曜日(３日間)を開庁 必要性を検

証、課題の整

理

・検証結果を

踏まえ、実施

窓口のワンスト 総務課 ・市民相談所管課と情 ・一元化する ・可能なもの

ップ化 報公開所管課の一元 事務の整理 から順次事務

化、子育て相談業務と ・一元化方法、 の一元化を実

青少年相談業務の子ど スケジュール 施

も部への一体化を実施 の検討

・住民異動等に係る諸

手続等のワンストップ

化は未実施
＊ワンストップ化：集約可能な手続きをできる限り１カ所の窓口にまとめること。

③ 外郭団体の運営の効率化と活性化

【基本方針】

・行政を補完する目的で設けている土地開発公社、事業公社、みどりのまち振興財団といった外郭

団体については、設立時点と現在の社会経済情勢の変化を前提として、その在り方を点検し、団

体運営の合理化、効率化を促進するとともに、団体としての自立性の強化を図る。

・新たな公共用地の取得に当たっては、地価の動向や金利情勢を見極めながら慎重に計画するとと

もに、現に土地開発公社及び事業公社が保有する土地等については、早期活用や処分等を進め、

経営の健全化を進める。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

外郭団体等の点 職員課、行 ・社会福祉協議会 ・外郭団体等 ・外郭団体等

検、見直し 政改革推進 ：派遣法１人 の今後のあり の今後のあり

室 交流派遣１人 方の検討 方の検討結果

・シルバー人材センター ・派遣方法の を踏まえ、職

：研修派遣１人 見直し 員の派遣につ

・みどりのまち振興財団 ・派遣法適用 いて検討

：派遣法２人 団体の検討
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(3) 職員の資質向上と定員管理
① 人材育成の推進

【基本方針】

・地方分権時代における基礎的自治体の役割を的確に果たすために、人材育成基本方針に基づき、

行政のプロとして職員を育成していく。

・職員研修体系を見直し、新たな行政課題に果敢に挑戦する組織風土の醸成と職員の意識改革を推

進する。

・地方公務員制度の改正動向を踏まえながら、職員が自分の能力を客観的に把握し、自ら向上する

意識を醸成するとともに、仕事の成果を的確に処遇に反映するための制度として、人事評価制度

の本格的導入を図る。

・新規学卒者を採用して時間をかけて育成するこれまでの方式に加え、職務経験者の採用や任期付

採用などにより、多様な人材の確保を推進する。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

新たな人事管理 職員課 ◎人材育成基本方針の ・人事評価制 ・人事評価制 ・人事評価制

システムの確立 運用と人事評価制度の 度の試行 度の実施、点 度の実施

導入 ・新たな人事 検 ・新たな人事

・研修制度の充実を中 管理制度の検 管理制度の導

心とする人材育成 討 入

・ヒアリング等を通じ ・人事評価制

た個々の職員の適性の 度と整合をと

把握 りながら、昇

任昇格基準の

明確化を検討

職員課 ◎部門別専門職の養成 ・複線型人事 ・複線型人事

・行政ニーズの変化等 制度について 管理制度の実

を踏まえ、専門職を計 検討 施

画的に採用 ・複線型人事

制度を前提と

した人事配

置、処遇管理

と人事評価制

度との整合に

ついて検討

再任用職員評価 職員課 ・事務職員９人、給食 ・各職場にお ・実施

制度の導入 調理員４人、校務整備 ける再任用職

員１人の計１４人の再 員に必要な能

任用職員を配置 力の明確化

職員研修の充実 職員課 ・新採用職員について ・外部講師に

(採用時接遇研 は、庁内講師により公 よる接遇の専

修の集中実施） 務員・市職員としての 門研修を採用

基礎知識習得を目的と 時に実施

した研修を採用時に実

施
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職員採用、任用 職員課 ・任期付職員の配置 ・定員適正化

形態の多様化 ・社会人経験を有する 計画に基づく

者を対象とした採用試 計画的な職員

験の実施 採用

・多様な任用

形態の活用方

策の検討

・社会人経験 ・社会人経験

を有する職員 を有する職員

の採用、配置 の配置による

効果を検証

・民間企業と

の人事交流の

仕組みについ

て検討

② 職員定数の適正化

【基本方針】

・定員適正化計画に基づき、事務事業の整理・見直し、民間委託、再任用制度や多様な雇用形態の

拡充等により正規職員数を削減するとともに、必要最小限の範囲で計画的な職員採用を実施する。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

計画に基づく定 総務課、職 ・平成１８年度に策定 ・目標につい

員管理 員課 した定員適正化計画に て検討

基づき、職員数の適正 ・職員数削減

化を推進 のための具体

的な取組の検 ・庁内関係部

討 局、職員組合

と調整

・次期定員適 ・次期定員適

正化計画の策 正化計画の運

定 用
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財政の健全化

(1) 財源の確保
① 税財源の拡充

【基本方針】

・広域幹線道路等の整備を見通した計画的な土地利用の高度化、市内産業の活性化や利活用が見込

めない公有財産の処分等により、新たな税財源の確保を図る。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

広告収入の確保 広報広聴課 ◎市ホームページ ・バナー広告

・バナー広告の掲載開始 の掲載

行政改革推 ◎新たな広告媒体の検 ・新たな有料 ・有料広告の

進室、関係 討 広告導入への 拡大

課 検討

市刊行物の有料 財政課､行政 ・有償市刊行物作成基 ・検討

化の検討 改革推進室 準が不明確

企業立地の推進 商工観光振 ・「企業立地促進条例」 ・「企業立地促

興課 に基づく企業誘致の推 進条例」に基

進 づく企業誘致

不要公有財産の 管財契約検 ・旧市営西峰岸住宅跡 ・旧市営西峰 ・不要公有財

処分 査課 地の売払いに向けた調 岸住宅跡地 産の積極的な

整等 (1,480 ㎡)の 売払い

売払い
＊バナー広告：ホームページ上の電子広告。そこが入口となってさらに広告掲載企業等の

ホームページ等へ連動し、詳しい情報を得ることができる

② 収納体制の強化と公平性の確保

【基本方針】

・公平性確保の観点から適正な課税客体の把握に一層努めるとともに、市税等の滞納者に対する収

納体制を強化する。

・税外諸収入金の債権（私法上の債権）を整理し、管理への取り組みを強化する。

・受益と負担の適正化を原則とし、定期的な点検、見直しを行い、公平で公正な使用料と手数料の

水準を設定する。

・口座振替制度の普及促進を図るとともに、市税、公共料金等の納付窓口の拡大を検討する。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

差押え物件の公 収納課 ・インターネット公売 ・インターネ ・関係機関、 ・インターネ

売の推進 未実施 ット公売全体 関係課との調 ット公売の実

の調査、研究 整 施

税外諸収入金の 財政課、行 ◎滞納管理システムの ・実施組織の ・条例化のた ・ 専 任 組 織

債権(私法上の 政改革推進 整備 確定 めの準備作業 (職)の設置

債権)に係る適 室 ・滞納管理システムの ・関係規定､組 ・債権管理条

正管理 構築に当たり、研究・ 織整備の研究 例の制定

情報収集を実施 ・収入未済の ・滞納管理シ

うち不良債権 ステムの整備

の整理
＊インターネット公売：市など公的機関が、インターネット上で滞納による差押え物品

等をオークションにより売却すること
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建築指導課 ◎市営住宅使用料の滞 ・「市営住宅家

納管理 賃滞納整理事

・「市営住宅家賃滞納整 務処理要綱」

理事務処理要綱」に基 に基づく納付

づく納付指導、滞納整 指導、滞納整

理の実施 理

・訴訟対象者

選定基準、法

的措置事務処

理方針の作成

負担金、使用料 財政課、保 ・受益者負担徴収基準 ・適時、見直

等受益者負担等 険年金課、 のあり方の検討 し

の適正化 介護高齢福 ・保育料、下水道使用 ・国民健康保 ・介護保険料

祉課 料、国民健康保険税、 険税の改定 の改定

介護保険料の改定(平

成 18年度)
福祉的な配慮に 財政課 ・個別事例ごとに、近 ・適時、見直

対する基準の明 隣団体との均衡を配慮 し

確化

市税等徴収体制 収納課 ・国税、県税 OB を任 ・滞納者財産

の拡充 期付職員として採用、 の差押え拡充

配置 と差押え財産

・市税等納付窓口の拡 の換価、公売

大検討 の実施

・高額滞納者

に対する滞納

処分、収納強

化

・収納方法の ・標準型電算

拡大に向けた システムの開

検討 発に合わせた

実施

滞納市税の県へ 収納課 ・地方税法第４８条に ・取組継続

の徴収事務委託 よる事務委託を実施

休日納税相談窓 収納課 ・休日に納税相談のた ・取組継続

口の開設 めの窓口を開設し、市

税の納付を推進

(2) 経常経費の削減
① 事務事業の点検

【基本方針】

・経常的な事務事業全般にわたって執行方法や効果の点検を毎年行い、事務事業のスクラップ・ア

ンド・ビルドを推進する。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

枠配分方式の運 財政課 ・経常経費における一 ・枠配分予算

用、検証 般財源配分額の節減を 編成方式の検

達成 証
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② 人件費の削減

【基本方針】

・定員適正化計画に基づく計画的な正規職員数の削減などにより、人件費総体の削減を図る。

・職員の給与制度については国家公務員の給与制度に準拠するとともに、個々の職員の能力と実績

に応じた給与制度の導入に向けて検討する。各種手当については、定期的に点検し、社会状況の

変化に応じて適正化を図る。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

給与・手当の見 職員課 ・特殊勤務手当の見直し ・検証 ・見直し

直し ・旅費日当の廃止

・給与構造の見直し

（平成 18年度）

③ 長期債務の削減

【基本方針】

・普通債残高の削減を引き続き推進するため、公共投資の優先順位を精査し、市債の発行をできる

だけ抑制する。

・土地開発公社及び事業公社に対する未償還債務については、償還計画を策定し、長期的取組とし

て計画的に削減する。

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

土地開発公社及 財政課 ・日向ふれあい学習セ ・債務の縮減

び事業公社の健 ンター用地等公共土地

全化 の買取

・シティプラザ建物等

公共建物の買取

・代替地の処分推進

市債新規借入の 財政課 ・取り組まなければな ・新規借入を

抑制 らない重要課題につい 抑制

て市債を活用
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(3) 財政健全化の推進

【基本方針】

・財政健全化のためのあるべき水準を、

経常収支比率は８０％未満、

経常一般財源のうち、人件費に充てられる割合は３０％未満、

起債制限比率は１０％未満の水準と定め、

平成２２年度までの財政再建の目標を

実質収支の黒字の確保

新規起債の抑制と、市債残高の縮減、

財政調整基金の残高の確保として、

財政の健全化を推進する。

＊経常収支比率：市税など毎年収入できる使い途の特定されない財源が、どの程度、毎年
支出される経費に充てられるかを示した指標。70～80％が望ましいとされる。
経常経費に充てた分を差し引いた部分が、新たな投資的・政策的経費に充て
られる。

＊起債制限比率：市債の元利償還金の標準財政規模に対する割合
［標準財政規模：市が標準的な行政活動を行うために必要とされる市税など
一般財源の額］

＊実質収支：歳入歳出差引額から、翌年度に繰り越す事業の財源を差し引いた額

【主な取組】

取 組 内 容
項 目 所 管 課 平成 19年度の現状

２０年度 ２１年度 ２２年度

財政の健全化 財政課 ・財政健全化のための ・地方財政健

あるべき水準を念頭に 全化法で規定

置き、財政再建目標の された４指標

達成を推進 の基準に基づ

く目標値の設

定

・財政健全化

の推進
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２ 計画の進行管理

(1) 行財政改革推進委員会による進ちょく状況の点検
この計画に位置づけたそれぞれの施策、事務事業の進ちょく状況について、毎年、行財政改革

推進委員会による点検を行い、その結果を市長に報告する。

(2) 進ちょく状況の公表
行財政改革推進委員会の点検後、この計画の進ちょく状況とその成果を市民に分かりやすく公

表する。

(3) 行財政改革の着実な実践
改革は、それを実現する職場での日々の実践によって成り立ち、そのプロセスが人と組織に蓄

積されることにより習慣化する。

簡素で効率的な行政執行体制の確立と財政の健全化を図るため、市長を本部長とする行財政改

革推進本部を中心として、各所属の第一線で働く職員までが目標を共有し、一体となって行財政

改革に取り組んでいく。

組織横断的な課題に対しては、必要に応じてプロジェクトチームを編成するなど機動的で整合

のとれた取組を推進する。

(4) 計画の改定
今日、社会経済情勢は常に変化している。この計画に位置づけたそれぞれの施策、事務事業に

ついても「計画どおりに実施する」こと自体に拘泥することなく、その時々の情勢変化に応じた

柔軟な実施方策を検討する。

また、計画の最終期間に至る前でも著しい社会経済情勢の変化が生じた場合には、行財政改革

推進委員会の意見を求め、必要に応じてこの計画を改定する。



３ 資料編

(1) 第一次行財政改革推進計画の進ちょく状況

(2) 人口の推移と今後の見通し

(3) 財政状況

(4) 職員数と給与等の状況

(5) 計画の策定経過
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（１） 第一次伊勢原市行財政改革推進計画の進ちょく状況

◎ 効果額（平成１７年度～１９ 年度）

取 組 の 柱 歳 入 歳 出

市民・ＮＰＯ・企業等との協働によるまちづくり - △ 25,472千円
(1) 市政への市民参加 - -
(2) 市民等の自主的活動の促進と協働によるまちづくり - △ 25,472千円

簡素で効率的な行政執行体制の確立 4,469千円 △ 622,237千円
(1) 事務事業の見直し 4,469千円 △ 438,053千円
(2) 組織・機構の再編 - -
(3) 職員の資質向上と定員管理 - △ 184,184千円

財政の健全化 865,477千円 △ 8,829千円
(1) 財源の確保 865,477千円 -
(2) 経常経費の削減 - △ 8,829千円
(3) 財政健全化目標の設定 - -

計 869,946千円 △ 656,538千円
効果額：１， ５２６， ４８４千円

（内訳）

年 度 効果額 歳 入 歳 出

平成１７年度（決算） 368,681千円 147,998千円 △ 220,683千円
平成１８年度（決算） 936,990千円 720,652千円 △ 216,338千円
平成１９年度（予算） 220,813千円 1,296千円 △ 219,517千円

-----------------------------------------------------------
★は、第一次行財政改革推進計画計上事業以外に、庁内提案等に基づいて実施した取組項目(計画の上積み分)

◎ 実施済みのもの

市民・ＮＰＯ・企業等との協働によるまちづくり

(1)市政への市民参加

所管 取組項目名 取組状況

広報広聴課 市ホームページの充実 平成１８年度 「ウェブアクセシビリティ指針」策定

済み

市民協働課 パブリックコメント制度の導入 平成１８年度 導入済み

市民協働課 市民参加推進指針の制度化 平成１７年度 制度化済み

市民相談課 審議会等の在り方に関する基本指針の 平成１７年度 制定済み

制定

広報広聴課 電子会議室の開設 平成１７年度 開設済み

(★は、計画の上積み分)
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(★は、計画の上積み分)

(2)市民等の自主的活動の促進と協働によるまちづくり

所管 取組項目名 取組状況

市民協働課 （仮称）市民活動促進指針の制度化 平成１９年度 制度化済み

市民協働課 市民活動の育成 平成１７年度 「市民活動支援助成金交付要綱」

施行

農政課 畜産施設の団体への移譲 平成１７年度 移譲済み（１０棟）

簡素で効率的な行政執行体制の確立

（１）事務事業の見直し

所管 取組項目名 取組状況

企画調整課 行政評価制度の確立 平成１８年度 事務事業評価実施済み

管財契約検査課 公共工事発注手続きの透明化 平成１９年度 電子入札システム導入済み

広報広聴課 事務事業の廃止 テレホンガイド 平成１７年度 廃止済み

介護高齢福祉課 ・休止 住宅改修相談事業 平成１７年度 廃止済み

交通防犯対策室 交通災害見舞金 平成１８年度 廃止済み

介護高齢福祉課 市域ホームヘルパ 平成１７年度 休止済み

ー養成

★ 職員課 職員事務服 平成１７年度 廃止済み

★ 農政課 神奈川県農業共済 平成１７年度 廃止済み

組合負担金

★ 保育課 みかんの木管理業 平成１７年度 廃止済み

務委託

★ 保育課 外国人児童保育助 平成１７年度 廃止済み

成事業

★ 介護高齢福祉課 四季の味わい事業 平成１７年度 廃止済み

補助金

★ 生活福祉課 被保護世帯激励費 平成１７年度 廃止済み

★ 公園緑地課 緑化ポスター、緑化 平成１７年度 廃止済み

標語コンクール

★ 農政課 花き消費宣伝対策 平成１８年度 廃止済み

事業

★ 農業委員会 認定農業者利用調 平成１９年度 県の制度へ統合済み

整推進事業

★ 商工観光振興課 労働者災害見舞金 平成１９年度 廃止済み

★ 公園緑地課 花壇づくり事業 平成１９年度 廃止済み

★ 学校教育課 教職員ジャージ貸 平成１９年度 廃止済み

与

★ 青少年課 じゃがいもキャンプ 平成１９年度 廃止済み

開催費

★ 青少年課 無線研究会アマチ 平成１９年度 廃止済み

ュア局維持管理運

営費
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(★は、計画の上積み分)

所管 取組項目名 取組状況

介護高齢福祉課 支給額・助成額 ねたきり老人等家族 平成１７年度 見直し済み

の見直し 介護見舞金

保険年金課 老人医療費助成事 平成１８年度 廃止済み

業

★ 交通防犯対策室 チャイルドシート助 平成１９年度 廃止済み

成事業

★ 保育課 民間保育所施設修 平成１７年度 廃止済み

繕費補助

★ 障害福祉課 自動車燃料費助成 平成１７年度 見直し済み

事業

★ 障害福祉課 福祉タクシー利用助 平成１７年度 見直し済み

成事業

★ 障害福祉課 家庭介護者支援事 平成１７年度 見直し済み

業

★ 障害福祉課 地域作業所備品購 平成１７年度 廃止済み

入費助成

★ 生活福祉課 社会福祉一時援護 平成１７年度 見直し済み

事業：援護金

★ 生活福祉課 敬老祝金事業 平成１７年度 見直し済み

健康管理課 利用者、受益者 基本健康診査等 平成１７年度 見直し済み

介護高齢福祉課 負担の見直し 緊急福祉通報シス 平成１７年度 負担金導入済み

テム

介護高齢福祉課 生活支援ホームヘ 平成１７年度 基準変更済み

ルパー派遣

★ 健康管理課 生活習慣病予防費 平成１７年度 負担金見直し済み

★ 生活福祉課 趣味教養講座開催 平成１７年度 受講料新設済み

事業

★ 環境美化センター 事業系ごみ処理手 平成１７年度 見直し済み

数料

★ 管財契約検査課 伊勢原市駅北口臨 平成１８年度 見直し済み（上限料金設定）

時駐車場

★ 文化財課 歴史解説アドバイザ 平成１９年度 資料代負担導入済み

ー養成講座

生活福祉課 事務事業の内容 敬老事業 平成１９年度 見直し済み

見直し （対象年齢）

★ 農政課 北三間農村広場整 平成１７年度 見直し済み

備事業 （原材料費の減）

★ 保育課 保育所案内パンフレ 平成１７年度 見直し済み

ット （庁内印刷へ切り替え）

★ 保育課 一時保育事業 平成１７年度 見直し済み

（一部を特定保育事業へ移行）
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(★は、計画の上積み分)

所管 取組項目名 取組状況

★ 広報広聴課 事務事業の内容 広報いせはら編集 平成１８．１９ 見直し済み

見直し 発行事業 年度 （制作単価等）

★ 職員課 宿日直業務 平成１８年度 見直し済み

（非常勤嘱託化）

★ 議会事務局 議会だより編集発行 平成１９年度 見直し済み

事業 （単色刷りへ変更）

★ 農政課 共進会開催費 平成１９年度 見直し済み

（委託料等）

★ 環境美化センター し尿収集運搬委託 平成１９年度 見直し済み

業務 （委託車両原価）

★ 予防・防災課 災害時医薬品の備 平成１９年度 見直し済み

蓄体制 （循環型備蓄へ変更）

★ 社会教育課 地域・家庭・学校教 平成１９年度 見直し済み

育支援会議費 （公募制へ変更）

★ 社会教育課 大学開放講座 平成１９年度 見直し済み

（委託から謝礼へ変更）

★ 管財契約検査課 庁舎維持管理事業 平成１９年度 見直し済み

（浄化槽保守点検回数）

★ 管財契約検査課 優良建設工事表彰 平成１９年度 見直し済み

（隔年実施へ変更）

★ 総務課 「現行自治六法」貸 平成１９年度 見直し済み

与 （貸与先縮小）

★ 議会事務局 加除式図書 平成１９年度 見直し済み

（インターネット等活用）

★ 総務課 賞状等筆耕業務 平成１９年度 見直し済み

（ワープロソフトの活用）

★ 建築指導課 市営住宅維持管理 平成１９年度 見直し済み

費 （かながわ住まい・まちづくり協会退

会）

★ 交通防犯対策室 防犯灯電気料支払 平成１９年度 見直し済み

い （一括払いへ変更）

★ 公園緑地課 総合運動公園維持 平成１９年度 見直し済み

管理費 （同一業者の委託契約統合）

★ 公園緑地課 総合運動公園・有料 平成１９年度 見直し済み

公園施設等貸出受 （業務一本化）

付業務

★ 下水道施設課 公共下水道施設維 平成１９年度 見直し済み

持管理業務 （委託内容）

★ 河川・下水道整備 河川維持管理費 平成１９年度 見直し済み

課 （草刈り処分費）

★ 道路整備課 道路台帳作成業務・ 平成１９年度 見直し済み

境界確定測量業務 （同時発注へ変更）



- 27 -

所管 取組項目名 取組状況

★ 土木総務課 事務事業の内容 狭あい道路対策事 平成１９年度 見直し済み

見直し 業 （寄付・助成方式へ変更）

★ 土木維持補修課 生活道路改善事業 平成１９年度 予算化

★ 教育センター 研究発表会講師謝 平成１９年度 見直し済み

礼 （講演のみ依頼）

★ 指導室 外国人英語指導助 平成１９年度 見直し済み

手派遣事業 （業務委託へ変更）

★ 予防・防災課 消防訓練 平成１９年度 見直し済み

（訓練用消火器の活用）

★ 選挙管理委員会 選挙開票事務 平成１９年度 見直し済み

事務局 （開票開始時刻の前倒し）

財政課 予算編成における「枠配分方式」導入 平成１８年度 導入済み

情報システム課 電子申請・届出のシステム化 平成１７年度 導入済み

情報システム課 施設予約のシステム化 平成１８年度 導入済み

管財契約検査課 電子入札のシステム化 平成１９年度 導入済み

職員課 行政事務の電算 人事・給与システム 平成１７年度 導入済み

★ 企画調整課 システム化 事務事業評価シス 平成１７年度 導入済み

テム

★ 情報システム課 ホストコンピュータ運 平成１９年度 派遣済み

用システムエンジニ

ア

★ 会計課 ＯＣＲシステム 平成１９年度 更新済み

★ - 庁内ネットワーク 活用継続中

総務課 意思決定の迅速化 平成１９年度 部課再編済み・チーム制一部導入

済み

★ 戸籍住民課 申請手続の簡素 住民票・戸籍謄本等 平成１７年度 見直し済み

・効率化の推進 （交付申請書押印廃止）

★ 市民税課 軽自動車税の減免 平成１８年度 見直し済み

申請 （状況確認による申請書省略）

★ 農林整備課 農業用用排水路境 平成１８年度 見直し済み

界証明 （証明通知、図面２様→１様）

★ 資産税課 償却資産申告 平成１８年度 見直し済み

（往復はがきによる事前申告指導実

施）

学校教育課 小学校給食調理員配置基準の見直しと 平成17年度 配置基準見直しおよびパート職員

パート職員の活用 導入済み

★ 子育て支援課 児童コミュニティクラブ事業 平成18年度 委託済み（2箇所）

★ 環境美化センター 臨時職員の活用及び休日勤務事務職 平成１６年度年度から継続

員の変更 （４人→３人）

(★は、計画の上積み分)
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所管 取組項目名 取組状況

市民協働課 管理委託施設へ コミュニティセンター 平成１８年度 導入済み

の指定管理者制 ３施設

市民協働課 度導入 市立地域集会所 平成１８年度 導入済み

交通防犯対策課 自転車等駐車場 平成１８年度 導入済み

農林整備課 ふれあいの森キャン 平成１８年度 導入済み

プ場

商工観光振興課 御所の入森のコテ 平成１８年度 導入済み

ージ

商工観光振興課 市営大山駐車場 平成１８年度 導入済み

福祉総務課 シティプラザ 平成１８年度 導入済み

生活福祉課 福祉館 平成１８年度 導入（比々多福祉館用途廃止）済

み

生活福祉課 老人福祉センター 平成１８年度 導入済み

生活福祉課 老人憩の家 平成１８年度 導入済み

スポーツ課 武道館 平成１８年度 導入済み

青少年課 児童館 平成１８年度 導入済み

青少年課 日向ふれあい学習 平成１８年度 導入済み

センター

公園緑地課 直営施設への指 有料公園施設 平成19年度 指定管理者指定済み

定管理者制度導

入

(2)組織・機構の再編

所管 取組項目名 取組状況

総務課 組織の再編 平成１９年度 部課再編済み

職員課 ﾌﾛｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ制の導入 平成１８年度 導入済み

職員課 庁舎土日開庁の実施 平成１６年度末から年度末、年度初

に実施（継続中）

★ 市民税課、資産税 税務証明発行窓口の拡充 平成１７年度 拡充済み

課 （石田窓口センターでの発行開始）

(3)職員の資質向上と定員管理

所管 取組項目名 取組状況

総務課 定員管理計画の策定 平成１８年度 策定済み

職員課 職員採用、任用形態の多様化 平成１8年度 「任期付職員の採用等に関する条

例」の制定

(★は、計画の上積み分)
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財政の健全化

(1)財源の確保

所管 取組項目名 取組状況

管財契約検査課 不要公有財産の処分 平成１７年度 市営住宅跡地等売却済み

★ 広報広聴課 市ホームページへの有料広告掲載 平成１９年度 実施済み

★ 環境美化センター 古紙等売買契約の見直し 平成１７年度 見直し済み（契約書締結）

建築指導課 税外諸収入金の債権（私法上の債権) 平成１7年度 「市営住宅家賃滞納整理事務処理

に係る適正管理 要綱」の制定

財政課 負担金、使用料等受益者負担の適正 平成１7年度 保育料改定済み

化 平成１８年度 保育料、下水道使用料、国民健康

保険税、介護保険料改定済み

収納課 市税等徴収体制の拡充 平成１９年度 任期付職員配置済み

★ 収納課 滞納市税の県への徴収事務委託 継続して実施中

★ 収納課 休日納税相談窓口の開設 継続して実施中

★ 収納課 滞納管理システム増設 平成１８年度 増設済み

（徴収嘱託指導用：１台）

(2)経常経費の削減

所管 取組項目名 取組状況

職員課 給与・手当の見直し 平成１８年度 特殊勤務手当見直し、旅費日当廃

止、給与構造見直し済み

財政課 土地開発公社及び事業公社の健全化 公共用地、施設買取り、代替地処

分継続中

(★は、計画の上積み分)
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（２） 人口の推移と今後の見通し

＊伊勢原市の人口は、全体としては今後も若干の増加を見込んでいるが、老年人口

の増加と年少人口の減少が継続し、本格的な少子高齢社会に入っていき、平成２７

年をピークに減少に転じると予想している。（いせはら２１プラン後期基本計画

策定資料に基づく推計）

年齢３区分別人口の推移と将来推計
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（３） 財政状況

＊職員給与などの「人件費」、市の借金返済に充てる「公債費」、生活保護費などの

「扶助費」の３つは、支出が義務づけられ任意に削減することができないため義

務的経費といわれる。人件費と公債費の推移は、ほぼ横ばいであるが、扶助費は

増加が著しい。義務的経費の増大は、財政構造を硬直させる。

＊毎年収入でき、市の裁量で使途を決めることができる市税などの財源(経常一般

財源)が、毎年支払う経費(経常経費)に充てられる割合を経常収支比率といい、

７０～８０％が望ましいとされる。平成１８年度は指標が改善しているが、これ

は、指標算出の分母に当たる市税収入が、国税から地方税への税源移譲により増

加したことが主な要因である。

＊市の収入の根幹である市税は、景気低迷により長らく伸び悩んでいたが、平成１８

年度においては景気回復の影響と税制改革により国税から地方税へ税源移譲が実

施されたため、大きく増加している。

市税決算額の推移
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＊建設事業に充てる一般会計普通債の残高は、年々減少している。一方、景気対策

のために国が行った減税措置の代替財源である減税補てん債等や普通交付税の代

替財源である臨時財政対策債といった国の政策による特例債の増加により、市債

残高は増加傾向にある。

市 債 残 高 の 推 移
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市町村財政比較分析表(平成17年度普通会計決算)

神奈川県 伊勢原市
人 口
面 積
歳入総額
歳出総額
実質収支

97,393
55.52
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25,871,206
1,164,754

人(H18.3.31現在)
ｋ㎡
千円
千円
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財政力
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（４） 職員数と給与等の状況

＊職員数は、平成９年４月１日の８３３人をピークに年々減少し、平成１９年４月

１日には、ピーク時から５３人減の７８０人となっている。平成１８年度に退職

者不補充を原則とした定員適正化計画を策定し、市民サービスを維持向上しつつ

職員数削減の取組を継続し、平成２２年４月１日の職員数を７２２人まで削減す

ることを目指している。

＊国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数を

ラスパイレス指数という。伊勢原市は平成１６年以降１００を下回り、平成１８

年度に実施した給与構造改革や手当の見直しの取組によりさらに下降を続け、

平成１９年は９７．６となっている。

ﾗｽﾊﾟｲﾚｽ指数の推移
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（５） 計画の策定経過

平成１８年度 ４月 ・行財政改革推進本部 設置

・行財政改革推進本部作業部会(H18) 設置

６月 ・行財政改革推進本部作業部会レポート 提出

「内部管理コスト削減の具体策」ほか

１１月 ・電子会議室 開設（～３月）

・テーマ別市民会議：参加者・４５人

「行財政改革の進捗状況と今後の取り組み」

・行財政改革推進委員会 設置

・第１回行財政改革推進委員会

「行財政改革推進計画の進ちょく状況について」ほか

１月 ・第２回行財政改革推進委員会

「行財政改革推進計画の進ちょく状況について」

３月 ・第３回行財政改革推進委員会

「平成１９年度における行財政改革の取組について」ほか

平成１９年度 ５月 ・第４回行財政改革推進委員会

「行財政改革推進計画の進ちょく状況」ほか

６月 ・行財政改革推進本部作業部会(H19) 設置

・第５回行財政改革推進委員会

「行財政改革推進計画の進ちょく状況について(担当部説明)」

８月 ・第６回行財政改革推進委員会

「行財政改革推進計画の進ちょく状況について(担当部説明)」

・第７回行財政改革推進委員会

「行財政改革推進計画の進ちょく状況について(担当部説明)」

１０月 ・行財政改革推進本部作業部会レポート 提出

「内部管理コスト削減の具体策、業務マニュアル」

・まちづくり市民会議：参加者・延べ１８６人（～１１月）

「行財政改革の取組について」（いせはら２１プラン次期５カ年計画、

財政状況の説明と合わせて実施）

・第８回行財政改革推進委員会

「行財政改革推進計画の進ちょく状況について(担当部説明)」

１２月 ・第９回行財政改革推進委員会

「次期行財政改革推進計画の策定について(基本方針等)」

２月 ・第１０回行財政改革推進委員会

「第二次行財政改革推進計画案について」

・第二次行財政改革推進計画案に関するパブリックコメント 実施（～３月）

３月 ・第１１回行財政改革推進委員会

「第二次行財政改革推進計画案について」

平成２０年度 ４月 ・行財政改革推進委員会「行財政改革の推進に向けての意見」 市長へ提出

・第二次行財政改革推進計画 公表




